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美瑛町障害福祉サービス事業所の設置及び管理に関する条例の一

部改正要旨 

  

１ 改正の要旨 

これまで障害福祉サービスを提供してきた美瑛町栄町３丁目に位置する事業

所の新たな管理運営に向けて、本条例を改正するもの。 

 

２ 改正の概要 

事業所の名称について、第２条の表中「にこにこファクトリー」を「栄町セ

ンター」に改める。 

 

３ 施行期日 

 公布の日から施行する。 



○美瑛町障害福祉サービス事業所の設置及び管理に関する条例 新旧対照表 
                                                            令 和 ２ 年 ７ 月 ３ ０ 日 
                                                            第５回美瑛町議会臨時会資料 

- 2 - 

新 旧 

第１条【略】 

 （名称、位置及び定員） 

第２条 事業所の名称、位置及び定員は次のとおりとする。 

 

第３条～６条【略】 

 名称 位置 定員 
美瑛デイセンターすずらん 美瑛町南町５丁目 

３番２号 
３０名 

栄町センター      美瑛町栄町３丁目 
１番８号 

２０名 

第１条【略】 

 （名称、位置及び定員） 

第２条 事業所の名称、位置及び定員は次のとおりとする。 

 

第３条～６条【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 名称 位置 定員 
美瑛デイセンターすずらん 美瑛町南町５丁目 

３番２号 
３０名 

にこにこファクトリー 美瑛町栄町３丁目 
１番８号 

２０名 

 


